
協議概要 

令和７年度地域公共交通確保維持改善事業（幹線）の事業評価について 

 

１ 主旨 

 佐渡市内を運行する本線については、国の地域公共交通確保維持改善事業（地域間幹線系

統確保維持計画）の認定を受け、国庫補助金による運行支援を受けています。 

この地域公共交通確保維持改善事業による支援を受けた事業については、毎年度、協議会

自らによる事業の実施状況の確認、評価を行い、当該評価結果を国へ報告するとともに、公

表することとなっています。 

令和７事業年度から当協議会において、事業の実施状況の確認、評価を行う必要があるた

め、令和７年度事業（令和６年 10月１日から令和７年９月 30日までの１年間）の事業評価

（自己評価）を実施し、その内容についてお諮りするものです。 

 

２ 対象路線 

運行系統名 起点～経由地～終点 運行態様 

本線 両津～相川 路線定期運行 

運行事業者：新潟交通佐渡株式会社 
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